
令和７年度不用物品売却（廃棄自転車等）単価契約内訳書 

（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

 

建設局自転車政策推進室 

件  名  不用物品売却（廃棄自転車等） 

予定数量（見込） 
自転車       約４００台 

原動機付自転車   約 ３０台 

契約期間 令和７年４月１日 から 令和８年３月３１日 まで 

引渡場所 別紙「仕様書のとおり」 

契約条件等 別紙「仕様書のとおり」 

そ の 他  

 



令和７年度不用物品売却（廃棄自転車等）に関する仕様書 

 

建設局自転車政策推進室 

（担当：水谷、飛永 075-222-3565） 

 

本仕様書は、京都市自転車等放置防止条例（以下、「条例」という。）第７条に規定する

自転車等のうち、「京都市撤去自転車リサイクル要領」に基づく売却手続を経ても買い手

が付かなかった自転車及び原動機付自転車（以下「廃棄自転車等」という。）を売却する

ものである。売却等の要領については、下記のとおりであるので遵守すること。 

 

記 

１ 売却する廃棄自転車等 

  京都市自転車政策推進室が条例の規定に基づき撤去し、条例第７条に規定する自転車

等のうち、「京都市撤去自転車リサイクル要領」に基づく売却手続を経ても買い手が付

かなかった廃棄自転車等。 

 

２ 引渡予定数量（見込） 

自転車 約４００台     原動機付自転車 約３０台 

  ※予定数量は令和５年度の実績を参考に算出したため、撤去状況等により増減する。

なお、大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。 

 

３ 契約期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

 

４ 落札者の責務 

落札者は、本市が進める自転車政策の趣旨・目的を理解し、廃棄自転車等売却事業の円

滑な実施に協力しなければならない。 

 

５ 廃棄自転車等の引き取りについて 

廃棄自転車等の引き取りは以下のとおり行うものとする。 

⑴ 廃棄自転車等は、落札者が三条千本保管所（中京区壬生天池町５－２）において

引き取るものとする。ただし、保管所の新規開設及び閉鎖等により保管所の変更が

あった場合は、別途自転車政策推進室の指示に従うこと。 

⑵ 落札者は、事前に本市から指示する日時に本市が指示する廃棄自転車等全てを引

き取るものとし、次に掲げる全てのことを遵守すること。 

(ア)  引取作業は午前１０時から午後４時までで、１時間程度とする。 



(イ)  引取りの頻度及び数量は、１箇月あたり１～２日程度、１日当たりの廃棄自

転車等の数量は、１０～３０台程度を目途とする。 

 なお、場合により、前述した頻度及び数量を超え、又は下回る場合がある。 

(ウ)  引き取る廃棄自転車等の中には、損傷の程度が著しく、サドルやタイヤなど

の部品がないものもある。 

(エ)  引取作業は、当該保管所の業務に支障を来たさないよう行うものとし、他の

来所者の安全には十分注意すること。 

(オ)  当該保管所内で、引き取った廃棄自転車等の解体・整備等の行為を行っては

ならない。 

(カ)  本市事業を担っていることを踏まえ、廃棄自転車等を引き取り後、輸送の際

に、廃棄自転車等の過積載や輸送中の散乱などのトラブルを起こさないよう道

路交通法等の関係法令を遵守すること。なお、法令違反や迷惑行為等に伴う、

処罰やトラブル等について、本市は一切の責任を負わない。 

(キ)  廃棄自転車等を引き取るための車輌は全長６００cm、全幅２００cm以内とす

る。 

(ク)  その他業務の詳細については、職員の指示に従うこと。 

 

６ 引き取り後の廃棄自転車等の取扱いについて 

引き取った廃棄自転車等について、以下について遵守すること。 

⑴ 落札者が本市から引き取った廃棄自転車等の解体等を行い、鉄くず等（金属スクラ 

ップ）として販売する場合、特段の制限はない。ただし、廃棄自転車等を廃棄処分す

る必要が生じた場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びその他関係法令

等を遵守し、落札者において適切に処理しなければならない。 

⑵ 落札者が本市から引き取った廃棄自転車等を整備し、販売し、又は他者へ譲渡等 

を行うに当たっては、自転車安全整備士又は自転車技士（旧自転車組立整備士）に

よる点検・整備を行う等により、購入者が安全に利用できるよう努めること。合わ

せて、防犯登録を行い、この場合において旧防犯登録番号標が貼付されているとき

は、旧防犯登録番号標を除去すること。 

 

７ 立入検査 

 落札者が本仕様書の定めのとおり業務を行っていることを確認するために、落札者敷

地内及びその他必要な場所に随時、本市職員が立ち入り、検査を行うことができるもの

とし、落札者はこれを拒むことができない。 

 

８ 報告 

  引き取った廃棄自転車等については、引取日、引取先、廃棄自転車等の数量が分かる



よう一覧表を作成し、当月分をまとめて翌月５日までに、自転車政策推進室に提出する

こと。なお、一覧表の様式は落札者が決定したのちに送付する。 

  なお、本市から引き取った廃棄自転車等の運搬に使用する車両および運転手について

は車検証の写しおよび運転免許証の写しを提出すること。 

 

９ 見積書の提出 

引き取った廃棄自転車等に係る見積書は、必ず当月分を翌月５日までに自転車政策推

進室に提出すること。なお、見積書の様式は落札者が決定したのちに送付する。 

 

10 売却代金の支払い 

自転車政策推進室が発行する納入通知書により、発行の日から本市が指定する日まで

に代金を納入すること（代金後払い）。 

 

11 契約の解除 

次の各号に該当するときは、本市は契約を解除することができる。 

⑴ 本仕様書に定める規定に反したとき。 

⑵ 本市による改善要請にもかかわらず、京都市自転車等放置防止条例等の関係法令の 

定めに反する行為を続けるとき。 

 

12 その他 

⑴  本件業務の履行に伴う事故、負傷等に関して、本市は一切の責任を負わない。 

⑵  引き取った廃棄自転車等について、本市は瑕疵、損傷についての責任を負わな

い。 

⑶  引き取った廃棄自転車等については、国外で再利用する場合の制限はないが、手

配車両であっても本市は一切の責任を負わない。 

⑷  売却する廃棄自転車等については、破損および部品が欠損したもの等が含まれる

ことから、公告日の翌日から５日後までの間（ただし、京都市の休日を定める条例

に定める休日は除く。）に下見を受け付ける。下見を希望する場合は前日までに自転

車政策推進室（担当：水谷、飛永 電話：222－3565）に連絡のうえ、日程調整を行

うこと。 

    なお、下見する保管所は、「三条千本保管所」とする。 

⑸  その他のことについては、京都市契約事務規則を遵守すること。 

⑹  引取作業の要領については、本仕様書に基づき自転車政策推進室と契約業者とで

事前に打合せを行う。 


